
小牧市結婚支援業務委託仕様書  

 

１ 業務名  

  小牧市結婚支援業務委託  

 

２ 業務の目的  

  少子化の要因の一つである未婚及び晩婚の増加により、本市の婚姻数が  

年々減少する中、結婚を望んでいる未婚者に出会いの機会を提供し、本市の  

婚姻数の増加を図るため、結婚支援事業を行うもの。  

 

３ 業務の期間  

  本業務の期間は、契約締結の日から令和９年３月３１日までとする。  

 

４ 業務の内容  

①  婚活イベント（こまりっじ）の企画・運営・募集等について 

結婚を希望しながらも出会いの機会に恵まれない方に、出会いの場やきっか

けづくりの機会を創出するため、参加者同士の十分な交流を図る婚活イベント

を実施するもの。イベントの企画、運営、募集等一切の業務を行うこと。  

（ア）  テーマ等  

 単なる婚活イベントではなく、交流や体験を通じて、参加者同士が価値観や

人となりを相互に理解できるような工夫をし、将来を考えるきっかけに繋がる

イベントとすること。  

 ・性格診断を導入したイベントやスポーツ観戦のイベントなど  

・すべてのイベントにおいて男女のカップリングを目指すマッチングイベン

トを実施すること。  

 

（イ）  実施回数  

年５回  

・最終回は１月に実施すること。  

・開催日は希望者が参加しやすい日時を設定すること。土曜日・日曜日・祝  

日の開催を基本とするが、１回のみ平日の夜間に開催すること。  

 

（ウ）  参加人数  

イベント内容により、参加人数は変動できるため、提案にあたっては各回

の想定される参加者数を明記すること。  



婚活イベントの参加者数は男女各１５～２０人程度とする。  

女性の応募者増に努め、男女間の応募者数に偏りが出ないようにするこ

と。  

 

（エ）  対象  

結婚を望む独身者で、２０歳から４５歳くらいまでの方が対象であり、イ

ベントの内容により対象年齢の構成を変動すること。  

男性は愛知県に在住・在勤の方、女性は東海３県（愛知県、岐阜県、三重

県）に在住・在勤の方を対象とすること。  

男女の対象年齢は同年齢とし、参加者の決定にあたっては市内在住・在

勤・在学の方を優先すること。  

定員を超えた応募があった場合は、今まで婚活イベントに参加したことが

ない方の参加を優先すること。  

イベント当日、受付時に写真付きの本人確認書類を提示させ、本人である

ことを確認すること。  

暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員）でないこと。  

  

（オ）  会場  

  半数以上は小牧市の地域資源を生かした会場（飲食店等も含む）での開催

とし、会場の手配（市内公共施設を除く）から会場使用料等の支払いまです

べてのことを請け負うこと。なお、屋内、屋外は問わないが、屋外でのイベ

ントの場合は、雨天時における対応も想定したプログラムとすること。  

  定員に応じた駐車場を確保すること。  

 

（カ）  広報  

  イベントの周知が行き届くよう、様々な媒体を活用した広報活動を実施す

ること。市内全域に対して、参加者募集のための広報を行うとともに、市外

に対しても広く周知を行うこと。（ポスター・チラシの作成、申込サイトの

開設など）  

なお、広報の際には、小牧市主催の事業であることが明確になるように表

示し、事前に本市と協議すること。  

 

（キ）  募集及び問合せ  

  参加者の募集を行い、申込受付を行うこと。また、募集結果（申込者情報  

等）については、申込締切後に速やかに本市へすべての情報を提供するこ  



と。  

  参加者等からの問合せに対応すること。  

  参加料を徴収する場合は、その徴収を行うこと。  

  最小催行人数は本市と協議のうえ、決定すること。  

 

（ク）  イベント等の実施及び運営  

  会場の借上げ及び会場運営、撤去を行うこと  

  イベント等に必要な物品等の準備を行うこと  

  当日の受付、参加者の誘導、演出、司会進行等の運営に必要な業務を行う

こと  

  写真撮影を行うこと  

天候等により、中止又は延期する場合は、事前に市と協議するとともに、

会場や参加者などの調整を行うこと。  

当日参加者の情報、事前キャンセル者・当日キャンセル者の情報（市内在

住、市外在住・市内在勤、市外在住・市外在勤の区分がわかるようにする）

を提出すること。  

 

（ケ）アンケートの実施  

アンケートはイベントごとに実施し、その後開催するイベントへ内容を反

映するよう努めること。また、各イベント終了後、約２か月経過後に、その

後の経過を把握することを目的としたアンケートをマッチング者に対して記

名式で実施すること。  

内容は、参加者の結婚に対する意識調査、本事業に対する満足度調査、マ

ッチング者の交際発展や成婚の有無などであり、すべてのイベントにおいて

アンケートの作成、集計、分析を行い、報告すること。  

  

（コ）参加者へのフォローアップなど  

婚活イベントの開催にあたっては、イベント前に婚活に関するスキルアッ

プを目的としたセミナーを開催し（オンライン可）、終了後は相談会へ案内

するなど、継続した結婚支援につなげることが必要なため、婚活イベント単

独での実施は不可とし、２つ以上の取組に参加する仕組みを構築すること。  

事前のスキルアップセミナーに参加者の８割以上が参加できるような体制

をとること。  

 

（サ）小牧市の結婚支援事業に係るアナウンス  



  結婚新生活支援事業などの情報を参加者へ案内すること。  

 

（シ）イベント等の実施後の初回面会のセッティング支援について  

  初回面会のセッティング支援を実施し、各イベント等においてマッチング

が成立した参加者（以下、マッチング成立者）に対し、イベント終了後の継

続的なフォローアップをする。  

・イベント等終了後、マッチング成立者双方へ連絡を行い、双方に再会の意思

がある場合、日程調整を実施する。  

・参加者の移動手段やエリアを考慮し、面会場所（カフェ、レストラン等）の

選定を代行する。  

・確定した日時・場所・当日の待ち合わせ方法等の詳細を、双方へ通知する。  

 

（セ）その他  

 委託料の対象経費は委託事業に係る一切の費用（イベント企画・運営費、各

種使用料、広報費など）とし、飲食費や体験料、個人の交通費は参加者負担と

し、委託料の対象としない。備品購入費も原則対象としない。  

 参加者から参加料を徴収しても差し支えないが、実費程度の参加しやすい料

金設定とすること。（金額は本市と協議のうえ決定すること。）  

 イベント後につきまとい等迷惑行為が起きないよう対策を講じること。  

 イベント実施中は、イベントが円滑、安全に進行するよう、運営監督責任

者、司会進行者のほか、参加者に対し、必要なサポートができる人員を適宜配

置すること。また、参加者の安全確保に十分配慮し、不測の事態にも対応でき

る人員や体制を整えること。  

また、参加者の万一の事故等に備えて必要な保険に加入すること。  

 参加者との間に発生したトラブルに対しては、受託者が責任を持って対処す

ること。  

 アルコールの提供は行わないこと。  

 

 

②結婚支援に関する相談体制 

 結婚に対する悩みなどについて、専門家がそのノウハウを生かして、悩みに

寄り添い、出会いから結婚への第一歩を踏み出すサポートをする。  

（ア）  実施回数・日時  

２か月に１回程度（７月から３月）  

奇数月の第４土曜日もしくは第４日曜日（予定）  



午前１０時～午後５時。１枠４０分程度とし、８枠設ける予定。  

予約制  

対面もしくはオンライン相談を可とする。  

また、上記とは別に、利用者の利便性向上を図るため、ＬＩＮＥ公式アカ

ウントを活用して相談できる環境を整備する。  

なお、ＬＩＮＥ相談を受けられる方は、結婚相談に１回以上参加した者も

しくは、イベントに参加予定の市内在住・在勤の者のみとする。  

 

（イ）  会場  

  ラピオ５階 まなび創造館内  

 

（ウ）  対象  

  市内在住、在勤、在学の２０歳以上の独身者及びその家族  

 

（エ）  広報・募集  

様々な媒体を活用した広報活動を実施すること。（ポスター・チラシの作

成など）  

なお、広報の際には、小牧市主催の事業であることが明確になるように表

示し、事前に本市と協議すること。  

参加者の募集を行い、申込受付を行うこと。  

  参加者等からの問合せに対応すること。  

 

（オ）  アンケートの実施  

  アンケートを実施し、相談会参加者の満足度の向上を図る。  

 

（カ）報告  

  相談窓口における受付件数、内容対応等について、１０日以内に報告  

 

 

③ライフデザインセミナーの企画・運営 

 市内高校、大学、企業・団体の若手従業員等を対象に、初期キャリア形成の

重要性等について知識や理解を向上させる講義や、グループワークや交流会を

通じて人脈形成につながる研修会を開催し、結婚・出産・子育ての将来のライ

フデザインについて考える機会を提供することで、自身が望むライフプランを

実現させる支援を行う。（講師への謝金１０万円まで（税、交通費除く）とす



る）  

（ア）  実施回数  

年２回  

 

（イ）  会場  

  市内高校【A】、市内公共施設【B】  

 

（ウ）  対象  

  市内高校生２８０人（予定）【A】、カップルや新婚世帯等一般向け【B】  

 

（エ）  日時  

平日【A】 土曜日・日曜日・祝日【B】  

日時は市と協議すること。  

  ５０分～７０分（予定）【A】、【B】  

 

（オ）内容  

   以下を基に実施内容を提案すること。提案をもとに開催高校等と協議の

うえ最終の内容を決定する。  

（構成案）  

  ・ライフプランの形成に関する講義  

  ・ライフプラン作成など参加型の内容  

  ・参加者の交流が図れるような企画  

 

（カ）カップルや新婚世帯等一般向け【B】の録画配信について  

  配信期間を定め、録画配信を実施することで、希望者が好きな時間に受講

ができるようにする。なお、視聴者への配信方法は、事前に本市と協議する

こと。  

 

（キ）  アンケートの実施  

  アンケートを実施し、参加者が人生設計について考えるきっかけとなった

割合を把握するとともに、次年度以降の事業の参考とする。  

 

 

④協賛企業の開拓  

イベントや相談、ライフデザインセミナー【B】の当日参加者やマッチング



者に還元することを前提に、企業等から無償にて飲食物・ノベルティ・結婚関

連サービス等の協賛を受けるための開拓に努め、目標を５社以上とする。  

なお、開拓後の協賛企業の選定にあたっては市と協議すること。  

 

 

⑤成果の把握  

成果（成婚数）の把握方法について、具体的な提案を行うとともに、本事業

の成果（成婚数）の把握に努めること。  

なお、最終的な把握方法は、発注者との協議のうえ決定するものとする。  

 

５ 提出書類  

（１）  受託者は、契約締結後、受託者が提案した技術提案書をもとに婚活イ

ベント等の具体的な業務内容について市と協議の上、事業計画書を作成

し、提出すること。  

 

（２）委託業務完了日（令和 9 年 3 月 31 日）までに次に掲げる書類を提出す

ること。提出にあたっては、電子媒体（ワード、エクセル、パワーポイ

ント、 JPEG などの編集可能な様式を CD-R 又は DVD-R などに格納）で

提出すること。  

（ア）業務完了届  

（イ）業務実施報告書  

・企画内容・手法などの概要  

・業務実施結果  

（イベントごとに日付、申込者数、参加者数等を記載）  

・業務に対する評価・分析  

・アンケート結果  

・チラシ  

・その他関係資料  

 

６ 支払い条件等  

  市は委託業務完了後、本業務に係る業務委託料を支払うものとする。  

この場合における支払額は、業務報告書の検査を経て確定した金額とする。 

 

７ 業務の適正な実施に関する事項  

（１）関係法令等の遵守  



  受託者は、業務の実施に当たり、関係する法令等を遵守すること。  

 

（２）業務の一括再委託の禁止  

  受託者は、本業務を一括して委託し、又は請け負わせてはならない。  

ただし、本業務の一部について、あらかじめ市が承認した場合は、この限

りではない。  

 

（３）個人情報の取り扱いについて  

 （ア）個人情報の収集や利用、管理については、「個人情報の保護に関する法

律」及び「小牧市個人情報の保護に関する法律施行条例」「小牧市情報セ

キュリティポリシー」等の関係法令及び条例を踏まえこれを遵守するこ

と。  

 （イ）個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、本市が必要と認め

る範囲内で収集すること。  

（ウ）個人情報の取扱者を限定するとともに、収集した個人情報を本事業の

目的以外の目的で利用したり、他の者に提供したりしないこと。  

（エ）収集した個人情報は、漏えい、滅失、棄損等を防止するとともに、安

全確保の措置を講ずること。  

（オ）収集した個人情報は、事業終了後に実績報告書とともに市へ提出する

こと。市へ提出後、それらの個人情報はすべて削除、消滅、破棄等をし、

再利用等できない状態にすること。  

 

（４）守秘義務  

（ア）受託者は、業務上知りえた秘密を他に漏らし、及び自己の利益のため

に使用し、並びに本業務の履行以外の目的に使用してはならない。この

ことについては、本業務終了後においても同様とする。  

（イ）受託者の責めに帰すべき情報の漏洩が発生した場合は、そのことによ

る損害（第三者に及ぼした損害を含む。）について、受託者が自己の責任

において処理しなければならない。  

（ウ）受託者の使用人が異動、退職等により本業務を離れる場合についても、

受託者はその者に対して取得した情報を秘匿させなければならない。  

（エ）本業務の再委託先についても、受託者と同様の守秘義務を負うものと

する。  

 

 



８ 留意事項  

 （ア）イベント等を安全に実施するため、施設、設備等の確保や必要なスタ

ッフ配置等不測の事態に対応できる体制をとり、事故防止に万全を期す

こと。  

 （イ）参加者との間に発生したトラブルに対しては、責任をもって対処する

こと。なお、トラブルについては直ちに委託者へ報告すること。  

 （ウ）当日、参加にふさわしくない状態である者（著しく不快、虚偽の言動、

ナンパ目的の不誠実な者、酒に酔っている者、虚偽の申込みの者等）や、

健全な運営を損なう行為（犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、

他者の名誉又は信用を毀損したり、誹謗中傷したりする行為、物品販売

や商取引、政治活動、宗教活動などの行為、イベント等の運営を阻害す

る行為等）を行う者については、参加の拒絶や退場を求めるなど健全性

を維持し、他の参加者を保護する取組みを行うこと。  

 （エ）参加者間の個人情報の交換については、参加者の自己責任において行

うよう、事前に参加者に伝えること。  

 （オ）イベント等の開催後に本業務に起因するストーカー被害等の相談があ

った場合は、委託者及び関係機関と協力し、適切に対応すること。  

 

９ その他  

  本仕様書に明示のない、又は業務上疑義の生じた事項については、両者協

議の上、業務を実施するものとする。  

  事業実施にあたり、必要となる各種資料の作成、スタッフの確保、会場の

予約、説明及び撤去、運営に必要な備品等の調達、管理等については、受託

者の責任において行うもの。  

  業務の遂行にあたっては、責任者を明確にし、体制を整えて望むこと。  

  実施に当たっては、参加者のプライバシーに十分配慮すること。  

  業務を実施するにあたり、本市との緊密な連携を図ること。  

  事業実施にあたっては、本市が行う事業であることがわかるようにするこ

と。  

  事業実施に要した経費については、収入及び支出を記載した帳簿を備え経

理状況を明確にしておくこと。  

  委託業務に係る成果物等の著作権は、すべて委託者に帰属するものとす

る。  

 


